
｢東中野二丁目地域猫の会｣ 

 

 

《設立趣旨》 

自然を大切に命を見守る町づくり 

 人間の生活環境の変化に伴い、生活をともにした猫達も住みにくい環境への対応をせまら

れています。猫はその習性から自由を拘束し管理する事が非常に難しく、糞尿やゴミあさ

りによる環境汚染をはじめ交通事故死、器物の破損等 周辺地域へ与える影響も大きく、餌

やり等々のトラブルや苦情の原因になっています。 

今、私どもボランティア活動としては、東京都のガイドラインを理解し人と猫が共生して

いくための最低守るべきルールとして、正しい飼い方・接し方・遵守事項などを明確にす

ることによって、適切飼育や動物愛護への理解を地元住民に普及し、人と猫とが快適に共

生できる街づくりを進めることを目的とします。今、飼育している猫がホームレス化しない

ようにする一方、現在地域に住みついて人からエサをもらって生活している飼主のいない

猫を、地域住民が適切な飼育を行い「地域猫」と位置付け、飼育責任の所在が明らかな猫

へと移行させていき、その結果としてホームレス猫減少に努め私達と次世代の子供達のた

めに人も動物も共にしあわせに生きていかれる町つくりをめざして「東中野二丁目地域猫

の会」を結成いたします。 

設立 ２００９年２月１９日。 

《会則》 

1：会の名称と所在地  

 本会は、「東中野二丁目地域猫の会」と称し、（略称：「たかねこネット」）ＮＰＯ法人猫と花 地域環境

ネットワークの東中野二丁目エリアを活動拠点にした本部を中野区東中野 2―14―21 におきます。 

2：会の目的  

 本会は、中野区内に住む人や動物のいのちを大切にし、共にしあわせに平穏に暮らしていけるよう、

みんなで考えを寄せ合い、力を合わせて、さまざまな活動を行います。 



3：会の活動 

 前項の目的を達成するために、中野区民と動物を愛する人たちが連携し、中野区等とも協力しなが

ら、次のような活動を行います。  

（1） 命あるものに対し、すべての区民が人道的に接することを呼びかけます。  

 

（2） 「自然を大切に命を見守る町つくり」の一環として、定期的に地域のコミュニティを催し地域猫活

動の普及啓発に努めます。 

（1）動物のボランティア同士が手をつなぎ、お互いが地域で助け合える仕組みを作ります。  

（2）飼い主のいない猫と住民の共生をめざして、飼い主のいない不幸な猫が増え続けたり、処分

の対象とされないよう、中野区と協力して、猫の不妊去勢手術を進めます。 

（3）犬や猫などの飼い主同士のつながりを作り、専門家や住民同士で協力し合って、正しい飼い

方や、マナーなどについての知識を深めます。  

動物を捨てたり、虐待したりすることが、動物愛護法に違反する犯罪であることを周知させる活動

を行います。 

（4）いのちを大切にする心を育むために、人や動物のいのちについて、子どもたちと共に考える活

動を行います。 

4：会の性格  

 本会は、いかなる思想、信条にもとらわれず、協同協力対等の精神で会を運営します。また、目的を

同じくする他団体とも、対等平等な協力、友好関係をめざします。 

5：会員・賛助会員  

 本会の目的に賛同した地域住民や、中野区内で活動している人は、誰でも本会の会員になることが

できます。会員は、総会において、議決権を持ちます。 

 また、本会の目的に賛同した人では誰でも、賛助会員になることができます。賛助会員は、総会での

議決権を持ちません。 

 会員、賛助会員は、会の目的を達成するために、それぞれが創意工夫をもって、自分にできる活動を

行います。  

6：子ども会員 

 本会の目的に賛同した小学生・中学生等は、本会の子ども会員になることができます。子ども会員は、

会の目的に添って、自分にできる活動を行います。  

7：動物会員 

 中野区内に暮らす動物たちは、本会の動物会員になることができます。飼い主のいる動物も、飼い主

のいない動物も、本会の動物会員となることによって、中野に住む、人と動物たちの仲間になれます。    



8：会費 

 会員、賛助会員は、年額一口 1000 円の会費を会に納入します。  口数は、一口以上なら、何口でも

各自が自由に決められます。  会費は、通信費、会場費、印刷費等の会の運営費にあてられます。 

 子ども会員、動物会員の会費は無料です。  

9：活動費  会の活動に必要なさまざまな費用は、その活動ごとに、寄付、バザー、企業からの協賛な

どの方法で、みんなで工夫して集めます。  

10：会報  本会は、会員および賛助会員、子ども会員に、会の活動内容を知らせるためのホームペー

ジ内に月間ニュースレターを発行します。   

11：会の運営  本会は、総会において、代表、並びに役員数名を選出し、会の運営を行います。その

任期は一年とします。役員は、再選されることができます。  

12：総会  本会は、年に一回、総会を開き、会計報告及び、会の運営について討議します。  

  

 


